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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月2日(2010.4.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第一層および第二層を有する基板を研磨加工するための化学機械研磨組成物
の製造方法であって、
　（ａ）第二層と比較して第一層に対する第一の選択性を有する研磨材を含む第一の化学
機械研磨組成物を提供すること、
　（ｂ）第二層と比較して第一層に対する第二の選択性を有する研磨材を含む第二の化学
機械研磨組成物を提供すること（第二の化学機械研磨組成物が第一の化学機械研磨組成物
の存在下で安定しており、第一および第二の選択性は異なる）、および
　（ｃ）第二層と比較して第一層に対する最終的な選択性を達成する比率で第一および第
二の化学機械研磨組成物を混合すること、
を含む、方法。
【請求項２】
　（ｄ）前記第一および第二の化学機械研磨組成物の混合物に酸化剤を添加することをさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第一層が金属層であり、前記第二層が誘電体層である、請求項１または２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記第二層と比較して前記第一層に対する第一の選択性が２５：１～１：１である、請
求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第二層と比較して前記第一層に対する第二の選択性が０．０４：１～１：１である
、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項６】
　前記第一の化学機械研磨組成物が、
　（ａ）複数の酸化状態を有する無機鉄化合物および有機鉄化合物よりなる群から選択さ
れる鉄触媒、
　（ｂ）リン酸、フタル酸、クエン酸、アジピン酸、シュウ酸、マロン酸、ベンゾニトリ
ルおよびそれらの混合物よりなる群から選択された少なくとも１つの安定剤、
　（ｃ）水酸化テトラアルキルアンモニウムおよびアミノ酸よりなる群から選択された金
属エッチング阻害剤、および
　（ｄ）液体キャリア
　をさらに含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記鉄触媒が硝酸第二鉄であり、前記安定化剤がマロン酸であり、前記阻害剤が水酸化
テトラブチルアンモニウムであり、および前記研磨材がシリカである、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　前記第二の化学機械研磨組成物が水酸化テトラアルキルアンモニウムおよび液体キャリ
アをさらに含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記研磨材がシリカである、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　基板を化学機械的に研磨加工する方法であって、
　（ａ）少なくとも第一層および第二層を有する基板を提供すること、
　（ｂ）請求項１～９のいずれか一項に記載の方法によって、最終的な化学機械研磨組成
物を製造すること、
　（ｃ）基板を最終的な化学機械研磨組成物と接触させること、
　（ｄ）基板と研磨パッドの間に最終的な化学機械研磨組成物を介在させ、基板に対して
研磨パッドを移動させること、および
　（ｅ）基板の少なくとも一部を磨耗させて基板を研磨すること、
を含む、方法。
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